






 附－4 

エ ア又はウ以外のハードウェアに

係る年額料金 

年額料金＝(減価償却費＋保守運営費＋

報酬＋調整額＋税金)×(１

＋貸倒率） 



 附－5 









 附－9 

 



 附－10 



 附－11 

附  則（平成 13 年６月 14 日東相制第 01-59 号及び西相制第 41 号） 

  この改正規定は、平成 13 年６月 24 日から実施します。 

 

附  則（平成 13 年６月 20 日東相制第 01-65 号及び西相制第 51 号） 

  この改正規定は、平成 13 年６月 30 日から実施します。 

 

附  則（平成 13 年７月９日東相制第 01-41 号及び西相制第 29 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 13 年７月 19 日から実施します。 



 附－12 

２ 当社は、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－１の２（ＩＳＭ折返し機能）に規

定する網使用料については、平成13年10月１日から適用します。 

 

附  則（平成13年10月31日東相制第01-137号及び西相制第121号）

 







 附－15 

  この改正規定は、平成14年３月25日から実施します。 



 附－16 

 

附  則（平成14年３月29日東相制第01-291号及び西相制第253号） 

  この改正規定は、平成14年３月29日から実施します。 

 

附 則（平成14年４月16日東相制第01-257号及び西相制第236号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成14年４月18日から実施します。 



 附－17 

みなし契約

者に関する

宛名情報提



 附－18



 附－19 

 

附 則（平成 14 年 11 月 20 日東相制第 02-119 号及び西相制第 106 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 14 年 11 月 21 日から実施します。 

（加入者交換機等接続回線設置等工事費の適用に関する経過措置） 

２ 協定事業者は、第 67 条（工事費の支払義務）の規定にかかわらず、平成 15 年３月 31 日ま





 附－21 

従前の第10条の10（光回線設備の接続申込み）第２項の規定中「６ヶ月が経過する日と提供可







 附－24 

附 則（平成 15 年 10 月 20 日西相制第 149 号） 



 附－25 

 この改正規定は、平成16年１月８日から実施します。 

 

附 則（平成 16 年１月 28 日東相制第 03-212 号及び西相制第 230 号） 

 この改正規定は、平成16年１月29日から実施します。 

 

附 則（平成16年２月17日東相制第03-186号及び西相制第199号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成16年２月18日から実施します。 

（データ伝送機能等に関する経過措置） 

２ この改正規定にかかわらず、第３条（用語の定義）第 34-2 欄、第 64 条（定額制の網使用料

の支払義務）第１項第２号、第２項及び第３項、料金表第１表（網使用料）１（適用）第７欄、



 附－26 

に限り適用することとします。 

 



 附－27 

この改正規定は、平成16年７月14日から実施します。 



 附－28 





 附－30 

（一般番号ポータビリティ実現機能に関する経過措置） 







 附－33 

いる保守換算係数の実績（以下この項において「実績換算係数」といいます。）を把握した場

合において、その実績換算係数と現に本件網使用料の算定に用いている保守換算係数との間で

差分が生じたときに、本件網使用料を変更したときは、平成 18 年 10 月１日から平成 19 年３

月 31 日までの間に適用した本件網使用料について、変更前の網使用料と実績換算係数を用い





 附－35 

 この改正規定は、平成19年２月27日から実施します。 

 

附 則（平成19年３月14日東相制第06-202号及び西相制第253号） 

この改正規定は、平成19年３月14日から実施します。 

 

附 則（平成19年３月23日西相制第247号） 

この改正規定は、平成19年３月26日から実施します。 

 

附 則（平成19年３月30日西相制第249号） 

この改正規定は、平成19年３月30日から実施します。 

 

附 則（平成19年３月30日東相制第06-182号及び西相制第231号） 
この改正規定は、平成19年４月１日から実施します。 

 

附 則（平成19年３月30日東相制第06-199号） 
この改正規定は、平成19年４月２日から実施します。 

 

附 則（平成19年３月30日東相制第06-184号及び西相シ第135号） 

 

 





 附－37 

ただし、接続申込者が、工事日指定期日までに、当社に対し、工事日指定期日を延伸したい

旨を申し出た場合であって、その事情を当社が認めたときは、この限りではありません。 

８ 第２項の規定にかかわらず、接続申込者が、従前の第10条の３第１項の規定により相互接続

点の調査の申込みを行った場合において、この改正規定の実施日以降に従前の第10条の４第１

項に規定する相互接続点の設置の申込みを行ったときは、この改正規定の第78条の３（通信用

建物等に相互接続点を設置する等の手続きに係る違約金）の規定を準用します。この場合にお

いて、「第10条の３（相互接続点の調査及び設置申込み）第５項に規定する回答を当社が行っ

た日から」とあるのは「従前の第10条の４（相互接続点の設置の申込み）第１項に規定する申

込みが当社に到達した日から」と、「第10条の４（相互接続点の設置）第２項若しくは第４

項」とあるのは｢従前の第10条の４第３項（同条第４項において準用される場合を含みま

す。）｣と、それぞれ読み替えます。 





 附－39 







 附－42 









 附－46 

 

附 則（平成 23 年３月 29 日東相制第 10-7071 号及び西相制第 130 号） 

この改正規定は、平成 23 年４月１日から実施します。 

 



 附－47 

 

附 則（平成 23 年７月７日東相制第 11-0039 号及び西相制第 35 号） 

 この改正規定は、平成 23 年７月７日から実施します。 

 

附 則（平成 23 年７月 11 日東相制第 11-0022 号及び西相シ第 15 号) 



 附－48 

 

附  則（平成 24 年３月 29 日東相制第 11-0142 号及び西相制第 142 号) 

この改正規定は、平成 24 年４月１日から実施します。 

 

附  則（平成 24 年３月 29 日東相制第 11-0141 号及び西相制第 143 号) 

この改正規定は、平成 24 年４月１日から実施します。 

 

附  則（平成 24 年３月 29 日東相制第 11-0162 号及び西相制第 159 号) 

この改正規定は、平成 24 年４月１日から実施します。 

 

附 則（平成 24 年４月 27 日東相制第 12-0009 号及び西相制第７号) 

（実施時期） 











 附－53 

この改正規定は、平成 26 年７月９日から実施します。 



 附－54 

 

附 則（平成 27 年４月 10 日東相制第 14-00097 号及び西設相制第 13 号） 





 附－56 









 附－60 

とします。なお、本機能に係る料金額の算定において用いるしきい値は同ア(ｲ)欄の増設基準

で定めるしきい値に限ります。 

９５ 協定事業者が現に利用しているＩＰ通信網との接続に係る機能（料金表第１表第２（網改







 附－63 

額の算定及び料金表第３表第１（通信用建物に係る負担額）１（算出式）の規定に基づき料

金表第１表第２（網改造料）２－１（算出式）に規定する算出式を準用して算定する料金に

おける調整額の算定に用いる利益対応税（令和２年度に適用するものに限ります。）は、利





 附－65 

実績値が把握できたときは、当社は、別途約款の変更認可申請を行うこととし、当該申請が

認可された後、令和３年度に適用するものについてはこの改正規定の実施日に、令和４年度

に適用するものについては令和４年４月１日に遡及して適用します。 

 

附 則（令和３年８月 18 日東相制第 21-00018 号及び西設相制第 000063 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年８月 18 日から実施します。 

（接続料金等の実績に基づく精算用料金） 

２ 第 74 条（網使用料の実績に基づく精算）の規定により精算を行う令和２年度の優先クラス

通信機能に係る精算用料金は以下のとおりです。また、当該精算に用いる見込み需要の実績

値について、実績契約数は、優先クラス通信機能を利用するＩＰ通信網サービスの各月末の

回線数の合計とし、実績送受信データ量は、１Mbit 未満のものは各月で切り上げて１Mbit と

します。 

（１） 度上能 





 附－67 

１ この改正規定は、令和４年５月27日から実施し、令和４年４月１日に遡及して適用します。 

（加入電話・メタルＩＰ電話接続機能に係る経過措置） 

２ この改正規定の適用日から令和６年 12 月 31 日までの間、協定事業者が第５条（標準的な接

続箇所）第１項の表中第３欄若しくは第４欄で接続するとき又は同第７－２欄で接続する場合







 附－70 

所）第１項の表中第５

－３欄で接続する場






